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裁判所職員による少年の護送時における逃走事故の発生防止

のための取組及び逃走事故が発生した際の留意点について

（事務連絡）

各庁において，平成29年7月25日付け刑事局第二課長，家庭局第一課長，

総務局参事官，経理局総務課長事務連絡「法廷及び少年審判廷における逃走事故

の発生防止のための取組及び逃走事故が発生した際の留意点について」 （以下

「刑事局第二課長等事務連絡」 という。 ）を参考として，少年審判廷における逃

走事故の発生防止策や逃走事故が発生した際の対応策などについて,検討や取組

をしていただいていますが， この度，刑事局第二課長等事務連絡で別途お知らせ

する予定であるとしておりました「職員による少年鑑別所までの護送時における

逃走防止等の取組に当たっての視点」について，別紙のとおり整理しました。

ついては，裁判官を含む関係職員に本事務連絡を周知するとともに，刑事局第二

課長等事務連絡の内容や，平成28年3月23日付け経理局総務課長，刑事局第二

課長，家庭局第一課長事務連絡「裁判所庁舎における逃走等防止策について」記載

の｜ ｜における確認の視点や改善例工夫例も併せ参考にして,組織全体
として逃走事故の発生を防止するとともに,仮に，逃走事故が発生した場合に適切

に対応できるよう，各庁において更なる検討や取組を進めてください。
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(別紙）

裁判所職員による少年の護送時における逃走事故の発生防止のための取組及び逃

走事故が発生した際の留意点について

1 はじめに

観護措置決定後における少年鑑別所への少年の護送に関する各庁の運用■
は，庁により異なっている

ため,護送時における逃走事故の発生防止及び逃走事故発生時の対応について

も，各庁の実情を踏まえ，各庁ごとに検討する必要がある。

以下の2は，観護措置決定の執行指揮を受けた裁判所職員（以下「護送担当

者」 という。 ）の義務及び逃走事故発生時の対応についての基本的な考え方を，

3及び4は，少年事件の特殊性（審判非公開の原則の趣旨，護送担当者による

護送等）を踏まえ，護送時における逃走事故の発生防止及び逃走事故発生時の

対応に関して留意すべき点や有益と思われる対応策の一例をそれぞれ示したも

のであるが，刑事局第二課長等事務連絡に記載している留意点と併せて，各庁

における検討の参考とされたい｡

2対応についての基本的な考え方について

護送担当者は，観護措置決定の執行をする者である（少年法26条1項）から，

的確に決定の内容を実現する義務を負っており， したがって，少年の情操保護を

図りつつも，逃走事故の発生防止Iと心掛けながら，安全，的確に少年鑑別所まで

護送しなければならない。

そのためには，護送担当者及び関係する裁判所職員（以下「職員」 という。 ）

は，逃走等の事故を未然に防止するための措置を講じる必要があり，また,逃走
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等の事故が発生した場合には，
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|その点に留意する必要がある。
は，護送中の場面に限らず，少年の身柄受理後，逃走事故発生時の対応としては，護送中の場面に限らず，少年の身柄受理後，

観護措置決定告知前の段階における逃走の場面についても，未然の防止策等を検

’討しておくとともに，

3少年の護送時における逃走事故の発生防止策について

【基本スタンス】

<日頃からの準備〉

油一 日頃から，少年
１
１

の情操保護を図りつつ，逃走事故の発生を防止するための取組を行う。
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<観護措置決定前の準備〉
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〈観護措置決定後。護送中の対応〉
●

○少年のプライバシーに配慮しながら･適切に護送す.るための護送方法を実践

するとともに，
ー
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適切な対応を行

<日頃からの準備〉

。 少年は，いつ，逃走, 自傷又は他害行為に及ぶか分からないといった緊張感

を持ち，逃走等に対する意識を高める必要がある。
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走事故が発生しやすい場面を意識した逃走防止訓練及び⑤逃走事故発生時の対

応訓練を実施することが有益と考えられる。

’
■

’
<観謹措置決定前の準備〉

１
１

’

’
’

’
■
■

1

<観護措置決定後･護送中の対応〉
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4少年の護送時における逃走事故が発生した際の対応について

【基本スタンス】

〈日頃からの準備〉

○護送担当者，連絡を受けた職員等の役割及び行動指針についての認識共有

を図る。

〈逃走事故発生時の対応〉

○護送中に逃走しても”(加重）逃走罪（刑法97条， 98条)が成立しない
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<逃走事故発生時の対応〉

｛

・ 護送担当者の役割

①少年の情操等への配慮

逃走した少年の身柄を速やかに確保する必要がある一方で，少年のプラ

U

■
イバシー保護に配慮する必要がある。
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4ページの基本スタンスのとおりj逃走罪が成立･しない
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少年のプライバシーに配慮する
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